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     （ 公 財 ） 尾 瀬 保 護 財 団 任 期 付 職 員 募 集 要 項                               

2023.11.1 (公財)尾瀬保護財団  

 

１ 採用時期 

    2024 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日（3 年間） 

 

２ 採用予定人員 

  １名 

 

３  職務内容 

    尾瀬の自然環境の保全に関する企画立案・実施、  

尾瀬の利用促進に関する企画立案・実施 

 

４  勤務地 

    群馬県前橋市大手町 1-1-1 群馬県庁 20 階 (公財)尾瀬保護財団事務局 

 

５  受付期間及び申込方法 

（１）受付期間（郵送に限る） 

2023 年 11 月 1 日（水） ～ 2023 年 11 月 29 日（水）（当日消印有効） 

（２）応募書類 

① 履歴書（市販のもので可 JIS 規格を用いること） 

・履歴書へは写真を添付してください。 

・資格欄には自動車運転免許の所持の有無を記載願います。 

・最終学歴には学科または専攻科目を記載願います。  

② 職務経歴書（様式は任意 A4 版 1 枚） 

③ 志望動機書面（様式は任意 A4 版 1 枚 400～600 字程度） 

④ 返信用葉書(宛名に住所、氏名を記載願います。裏面には記載しないでください。） 

書類選考結果通知及び第１次試験受験票として用いますので、第１次試験受

験の際は必ず持参願います。 

⑤ その他 

返信用葉書は、書類選考結果通知及び第１次試験受験票として返送いたしま

すが、12 月 6 日（水）までに届かない場合は当財団事務局まで問い合わせて

ください。 

 

６ 試験日程及び会場 

（１）書類選考 

応募者が多数の場合、応募書類により 10 名程度まで選考を行います。 

選考結果は同封された葉書により、12 月 6 日（水）までに通知します。 

（２）第１次試験 

    ① 試験日          2023 年 12 月 10 日(日) 午前 10 時～午後 2 時 30 分 
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      ② 試験会場        群馬県庁 20 階 201 会議室（群馬県前橋市大手町 1-1-1） 

           ※試験会場へは自動車・バイクでの来場は禁止します。 

      ※会場へは午前 9 時 30 分までに着席し、受験上の注意を受けてください。  

      ③ 合格発表予定日  2023 年 12 月 20 日(水) 

（３）第２次試験 

    ① 試験予定日   2024 年 1 月上旬 

② 試験会場        群馬県庁での実施を予定 

           ※詳細は第１次試験合格通知でお知らせします。 

③ 合格発表        2024 年 1 月中旬 

 

７  試験方法 

（１）第１次試験(120 分（①）+ 90 分（②）) 

① 教養試験：択一式  35 問（選択回答制） 

社会人として必要な一般的知識等について大学卒業程度の試験を行います。 

② 論文試験 

見識、思考力、表現力等について試験を行います。(1,200 字) 

（２）第２次試験 

① 人物試験 

個別面接及び適性検査を行い、人物について総合的に試験を行います。 

② 健康診断（健康診断書の提出） 

当財団は活動場所が尾瀬であり、現地業務は移動を含め人力による活動が基 

本となることから、応募者の適性を判断します。 

※健康診断書：血圧・血液・尿検査・胸部 X 線・医師の所見を含むもの 

（３）その他 

・ いずれかの試験種目において一定の基準に達しない場合は、他の成績にかか

わらず不合格となります。 

・ 試験の結果については、尾瀬保護財団情報公開要綱に基づき本人に限り開示

請求を行うことができます。(本人の順位及び総合得点） 

※請求期間：２次試験の合格発表の日から１か月間 

（ただし第１次試験不合格者にあっては第 1 次試験の合格発表の日から１か月間） 

 

 

８ 試験の配点 

第１次試験  第２次試験 

教養試験 論文試験 人物試験 

35 15 50 
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９  勤務条件 

  当財団各種規程によります（基本として群馬県職員の例に準じます）。 

（１）給与 

群馬県公社・公団職員の初任給基準によりますが、職務経験年数及び職務内容に

応じ、一定の基準に基づいて個別に決定します。 

（２）各種手当 

基本給以外に、地域手当・扶養手当・通勤手当・住居手当等がその人の条件に応

じて支給され、さらに夏季・年末に期末手当・勤勉手当が支給されます。 

（３）勤務時間 

午前 8 時 30 分～午後 17 時 15 分（1 日 7 時間 45 分  週 38 時間 45 分） 

（４）休暇 

財団の規程により有給休暇を付与します。 

（５）その他 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入します。 

 

10 その他 

（１）試験の結果、合格者がない場合もあります。 

（２）2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日までは試用期間とし、その期間に職務能

力、勤務態度、性格などの適格性を考慮し、支障ない場合に当財団の正規職員にな

るものとします。 

（３）応募書類について、受付後はお返ししませんので、ご注意下さい。 

（４）問い合わせ先 

〒371-8570  群馬県前橋市大手町 1-1-1  群馬県庁 20 階 

公益財団法人 尾瀬保護財団 (担当：菊地) 

Tel：027-220-4431 Mail：kikuchi-h@oze-fnd.or.jp 


